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は

じ

め

に

「
母
は
常
に
確
か
で
あ
る
（m

ater
sem

per
certa

est

）」
と
い
う
の
は
、
西
欧
法
体
系
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
法
格
言
で
あ
る
。

西
欧
の
近
代
法
体
系
を
継
受
し
た
わ
が
国
で
は
、
民
法
上
、
婚
姻
し
て
い
る
女
性
の
出
産
し
た
子
に
つ
い
て
の
母
を
定
め
る
規
定
は
特
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に
な
く
、
出
産
し
た
妻
が
母
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
出
産
の
日
を
基
準
と
し
て
、
夫
の
父
性
に
つ
い
て
定
め
る
規
定（
嫡

出
推
定
）
の
み
を
置
い
て
い
る
（
民
法
七
七
二
条
）。
ま
た
、
婚
姻
外
で
出
生
し
た
子
に
つ
い
て
の
母
性
（
法
的
意
味
に
お
け
る
母
）

に
つ
い
て
も
、
民
法
で
は
、
母
は
認
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
も
の
の
（
民
法
七
七
九
条
）、
周
知
の
と
お
り
、
判

例
・
通
説
で
は
、
母
子
関
係
は
、
原
則
と
し
て
分
娩
の
事
実
に
よ
っ
て
当
然
に
発
生
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
妻
が
出
産
し
た
子
は

当
然
に
妻
を
母
と
す
る
の
に
対
し
て
、
妻
で
な
い
女
性
が
出
産
し
た
子
は
、
父
に
つ
い
て
と
同
じ
よ
う
に
母
に
つ
い
て
も
認
知
を
必
要

と
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
立
法
に
見
ら
れ
る
主
義
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
が
そ
う
で
あ（
１
）

り
、
日
本
法
も
、
基
本

的
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
認
知
（
意
思
）
主
義
を
受
け
継
い
だ
立
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
婚
姻
し
て

い
る
女
性
が
出
産
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
婚
姻
し
て
い
な
い
女
性
の
出
産
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
特
段
の
規
定
を
置
か
ず
、
出
産
し

た
女
性
を
母
と
す
る
事
実
主
義
を
と
っ
て
い
た
。

他
方
、「
父
は
常
に
不
確
か
で
あ
る
」
と
い
う
。
あ
る
女
性
が
出
産
し
た
子
の
父
が
誰
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
母
以
外
の
者
に
は
、
常

に
謎
で
あ
る
。
女
性
が
多
数
の
男
性
と
同
時
的
な
性
関
係
を
も
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
母
自
身
に
と
っ
て
す
ら
、
父
は
不
確
か
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
母
に
と
っ
て
、
ま
た
子
に
と
っ
て
も
、
生
活
の
資
を
与
え
て
く
れ
、
身
の
安
全
を
守
っ
て
く
れ
る
者
の
存
在
が
必
要

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
母
と
性
関
係
の
あ
っ
た
男
性
を
子
の
父
と
し
て
、
母
子
を
扶
養
し
、
保
護
す
る
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
も
っ
と

も
簡
易
な
手
段
で
あ
る
。
父
は
不
確
か
で
あ
る
限
り
、
唯
一
無
二
の
父
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
子
の
養
育
責
任
を
果
た
せ
る
者
で
あ
れ

ば
、
複
数
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
男
性
に
と
っ
て
は
、
他
の
男
性
で
は
な
く
、
自
分
が
確
か
に
そ
の
子
の
父
で
あ
る
と
い
う
信

頼
を
基
に
し
て
こ
そ
、
子
に
対
し
て
、
ま
た
そ
の
子
の
母
に
対
し
て
保
護
を
与
え
る
意
思
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
男
性
に

と
っ
て
、
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
を
確
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
自
分
の
子
を
産
む
可
能
性
の
あ
る
女
性
を
他
の
男
性
か
ら
隔
離
し

て
お
く
こ
と
が
、
も
っ
と
も
簡
便
な
方
法
で
あ
る
。「
父
は
婚
姻
が
指
し
示
す
者
で
あ
る
（pater

est
qu

em
n

u
ptiae
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dem
on

stran
t

）」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
格
言
は
、
婚
姻
と
い
う
社
会
的
に
承
認
さ
れ
、
安
定
し
た
男
女
の
性
関
係
か
ら
の
み
子
を
誕
生

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
の
父
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

特
定
の
男
性
の
妻
と
い
う
身
分
を
持
た
な
い
女
性
が
子
を
産
ん
だ
場
合
に
は
、
父
は
不
確
か
で
あ
る
ま
ま
で
あ
り
、
あ
え
て
子
の
養

育
を
引
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
ら
の
意
思
で
そ
の
子
が
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
、
社
会
的
に
も
親
子
関
係
を
承

認
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
親
の
自
発
的
意
思
に
よ
る
親
子
関
係
の
形
成
が
な
い
場
合
に
、
子
の
側
か
ら
生
理
的
親
子
関
係
を
主

張
し
て
外
発
的
に
親
子
関
係
の
存
在
を
社
会
が
承
認
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
親
に
子
に
対
す
る
養
育
の
義
務
を
課
す
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
に
は
、
な
お
か
な
り
の
時
間
の
経
過
を
必
要
と
し
た
。

医
学
・
生
物
学
・
遺
伝
学
な
ど
の
発
達
に
よ
り
、
人
の
生
命
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
連
れ
て
、
生
物
と
し
て
の

親
子
（
生
殖
細
胞
レ
ベ
ル
で
の
出
自
）
関
係
と
法
的
意
味
に
お
け
る
親
子
関
係
の
異
同
が
意
識
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

あ
る
生
命
の
発
生
の
由
来
を
科
学
的
に
分
析
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
は
神
の
手
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
も
の
が
、
い
ま
や
男
女
の
性
交
渉
と
も
切
り
離
さ
れ
、
人
為
的
・
科
学
的
な
操
作
に
よ
っ
て
、
計
画
的
に
生
命
を
誕
生

さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
生
命
の
発
生
と
、
親
子
と
な
る
こ
と
、
子
を
育
て
る
こ
と
が
分
離
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
現
象

が
生
殖
補
助
医
療
の
進
展
の
中
で
拡
大
し
て
ゆ
け
ば
、
性
行
為
が
介
在
す
る
通
常
の
生
命
発
生
の
場
に
お
い
て
も
、
生
命
の
発
生
と
親

子
関
係
の
つ
な
が
り
を
断
つ
こ
と
に
も
親
和
性
が
現
れ
る
。

本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
「
匿
名
出
産
」
は
、
出
産
す
る
女
性
（
多
く
の
場
合
は
婚
外
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
れ
な
い
）
が
自

己
の
氏
名
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
出
産
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
単
に
出
産
す
る
場
所
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
ず
、
母
の
氏
名
を

明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
に
出
産
し
た
子
を
身
元
不
明
な
母
の
子
と
し
て
出
生
登
録
を
行
わ
せ
、
そ
の
母
の
探
索
を
さ
せ
な
い
も
の
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
例
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
２
）

が
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
七
条
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
法
的
に
も
承
認

匿名出産と Babyklappen
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を
得
て
い
る
子
ど
も
の
親
を
知
る
権
利
の
観
点
な
ど
か
ら
、
最
近
見
直
し
を
求
め
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。
他
方
、B

abyklappen

と

い
う
の
は
、
数
年
前
か
ら
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
始
め
と
し
て
ド
イ
ツ
の
相
当
数
の
都
市
で
病
院
な
ど
に
設
置
さ
れ
話
題
を
呼
ん
で
い
る
も
の

で
、
母
親
が
育
て
ら
れ
な
い
赤
ち
ゃ
ん
を
ひ
そ
か
に
入
れ
て
置
き
去
り
に
す
る
た
め
の
箱
（
施
設
内
に
つ
な
が
る
置
き
場
所
で
赤
ち
ゃ

ん
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
施
設
内
に
直
ち
に
伝
わ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
）
の
こ
と
を
指
し
て
い（
３
）

る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
母
子
関

係
決
定
に
つ
い
て
の
事
実
主
義
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
出
産
に
よ
っ
て
客
観
的
に
は
母
子
関
係
は
発
生
し
て
い
る
の
で
、
母
と
し
て
の

子
を
保
護
す
る
義
務
を
問
議
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
ま
ず
生
を
得
る
こ
と
を
第
一
と
す
る
考
え
方
か
ら
す
れ

ば
、
緊
急
避
難
的
な
手
段
と
し
て
社
会
的
に
許
容
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
少
な
く
な
い
。

二

フ
ラ
ン
ス
の
匿
名
出
産
と
ド
イ
ツ
のB

abyklappen

１

フ
ラ
ン
ス
の
匿
名
出
産

（
１
）
匿
名
出
産
の
慣
行

母
親
が
自
分
の
身
元
を
隠
し
て
子
を
産
み
、
生
ま
れ
た
子
を
ひ
そ
か
に
孤
児
院
や
修
道
院
等
に
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
（
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
）
に
は
広
く
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
婚
外
子
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
が
、
当
時
の
社
会
で
は
、
婚
姻
外
で
子
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
宗
教
的
、
社
会
的
規
制
が
強
く
、
そ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
る

こ
と
は
出
産
し
た
母
親
自
身
に
と
っ
て
も
、
そ
の
家
族
に
と
っ
て
も
、
ま
た
相
手
の
男
性
に
と
っ
て
も
重
大
な
汚
名
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
れ
ら
の
親
た
ち
を
救
い
、
ま
た
子
の
殺
害
を
避
け
る
た
め
の
最
後
の
手
段
と
し
て
（u

ltim
a

ratio

）
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
建
物
の
外
壁
に
設
置
さ
れ
た
箱
に
子
ど
も
を
入
れ
る
と
、
箱
は
回
転
し
て
孤
児
院
・
修
道
院
の
中
に
子
ど
も
を
運
び
入

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
回
転
箱
（tou

r

と
い
う
。
ド
イ
ツ
語
で
はD

reh
laden

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ（
４
）

る
。
修
道
院
な
ど

（阪大法学）５３（３・４―１７６）７９８〔２００３．１１〕



は
外
界
と
の
接
触
を
最
小
限
度
に
し
、
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
出
入
り
口
が
制
限
さ
れ
、
寄
進
を
受
け
る
際
も
回
転
式
受
付
口
（
扉
を
開

か
ず
に
外
か
ら
の
物
品
を
入
れ
る
）
が
用
い
ら
れ
た
り
し
た
の
で
、
こ
れ
が
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
七
八
〇
年
ご
ろ
に
は
二

五
〇
も
の
回
転
箱
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
望
ま
な
い
子
に
対
す
る
親
の
責
任
を
容
易
に
免
れ
さ
せ
、
公
に
責
任
を
転
嫁
す
る

も
の
と
い
う
批
判
も
強
く
な
り
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
回
転
箱
の
制
度
は
廃
れ
て
行
き
、
こ
れ
に
代
わ
り
国
家
が
身
元
不
明
の
子
の
出

産
や
遺
棄
さ
れ
る
子
の
受
け
皿
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ（
５
）

た
。
遺
棄
の
対
象
と
な
る
の
は
新
生
児
の
み
で
は
な
く
、
一
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の

子
は
、
匿
名
で
国
家
の
手
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
整
え
ら
れ
て
き（
６
）

た
。

（
２
）
匿
名
出
産
の
合
法
化

フ
ラ
ン
ス
民
法
（
一
八
〇
四
年
）
の
母
子
関
係
に
つ
い
て
の
認
知
主
義
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
三
四
条
の
八
）
は
、
実
質
的
に
母
性
の

秘
密
（secret

de
la

m
atern

ité
）
を
守
る
権
利
の
生
成
に
つ
な
が
っ
た
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
場
合
、
三
日
以
内
に
出
生
の
届
出
を

す
る
義
務
は
あ
る
が
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
五
条
一
項
）、
父
母
の
氏
名
を
明
示
し
な
い
で
届
け
出
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
（
同
五

七
条
一
項
）。

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
三
九
年
以
降
、
匿
名
で
出
産
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
女
性
に
対
し
て
、
公
立
病
院
は
匿
名
の
ま
ま
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
（
ビ
シ
ー
政
権
下
の
一
九
四
一
年
九
月
二
日
法
で
明
確
化
）。
出
産
に
立
ち
会
っ
た

病
院
職
員
は
女
性
の
身
元
を
確
か
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
ま
た
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
実
務
上
、
母
の
氏
名
を
明

か
さ
な
い
で
匿
名
の
女
性
（M

adam
e

X

）
と
し
て
出
産
し
（A

ccou
ch

em
en

t
sou

s
X

）、
出
生
届
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き

た
た
め
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
七
条
一
項
）、
事
後
に
母
親
に
対
す
る
認
知
訴
訟
を
提
起
し
て
、
婚
外
子
の
母
子
関
係
に
つ
い
て
確
認
す

る
こ
と
は
、
事
実
上
極
め
て
困
難
と
な
っ
て
い（
７
）

た
。

一
九
九
三
年
一
月
八
日
の
改
正
法
は
こ
れ
を
さ
ら
に
強
化
し
、
女
性
が
自
己
の
出
産
の
秘
密
を
守
る
こ
と
を
明
示
的
に
希
望
し
た
と

匿名出産と Babyklappen
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き
は
、
母
に
対
す
る
強
制
認
知
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
た
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
四
一
条
の
一
）。
訴
え
は
許
さ
れ
る
が

見
込
み
が
な
い
と
い
う
従
来
の
法
状
況
か
ら
転
じ
て
、
匿
名
出
産
の
場
合
の
母
性
確
認
は
明
確
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
匿
名
出

産
に
対
す
る
母
の
権
利
（
母
性
の
秘
密
）
が
は
じ
め
て
民
法
上
で
明
確
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
の
で
あ（
８
）

る
。

（
３
）
女
性
の
秘
密
を
守
る
権
利
と
子
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
権
利

一
方
で
匿
名
出
産
の
可
能
性
を
残
し
な
が
ら
、
他
方
で
生
ま
れ
て
く
る
子
の
親
の
捜
索
（
出
自
を
知
る
権
利
の
保
障
）
に
道
を
開
く

た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
両
者
を
調
和
さ
せ
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
匿
名
出
産
の
制
度
を
維
持
し
な
が
ら
、
母

の
権
利
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
子
ど
も
の
権
利
に
配
慮
す
る
方
向
に
徐
々
に
動
い
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
六
年
七
月
五
日
養
子

法
改
正
に
よ
っ
て
、
秘
密
保
持
の
希
望
を
明
示
す
る
母
に
対
し
て
は
、
出
産
の
事
情
お
よ
び
親
に
関
す
る
情
報
を
封
書
で
残
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
、
母
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
情
報
に
対
し
て
は
、
後
に
合
意
に
よ
っ
て
匿
名
性
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
、
子
が
成
年
に
達
し
た
後
に
こ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
可
能
性
を
開
い
た
（
家
族
社
会
扶
助
法
六
二
条
の
一
）。

さ
ら
に
最
近
の
二
〇
〇
二
年
一
月
二
二
日
改
正
法
（
養
子
お
よ
び
国
家
後
見
子
の
出
自
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
法
律
）
に
よ
り
、

匿
名
出
産
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
が
自
己
の
出
自
を
知
る
チ
ャ
ン
ス
が
拡
大
さ
れ（
９
）

た
。
改
正
法
は
、
匿
名
出
産
に
よ
り
母
性
の
秘
密
を

保
持
す
る
権
利
は
あ
く
ま
で
維
持
す
る
が
、
匿
名
出
産
を
希
望
す
る
母
に
対
し
て
は
、
匿
名
出
産
の
法
的
効
果
や
出
自
を
知
る
権
利
の

重
要
性
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
し
、
自
己
の
判
断
で
、
子
ど
も
の
出
生
地
そ
の
他
の
出
産
に
関
す
る
情
報
お
よ
び
親
に
関
す
る
情
報
を

残
す
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
母
は
、
従
前
の
取
扱
い
と
異
な
り
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
情
報
を
含
め
て

残
す
こ
と
も
で
き（
１０
）

る
。
ま
た
、
個
人
の
出
自
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
支
援
機
関
と
し
て
全
国
委
員
会（C

on
seiln

ation
alpou

r

l’acces
au

x
origin

es
person

n
elles

）
が
設
け
ら
れ
、
必
要
な
場
合
に
は
子
ど
も
と
の
間
を
調
整
す
る
（
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
役

割
も
果
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
母
性
の
秘
密
が
あ
く
ま
で
優
先
さ
れ
、
ど
れ
だ
け
の
情
報
を
残
す
か
、
い
つ
伝
え
る
か
は
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母
の
考
え
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
匿
名
出
産
に
対
し
て
は
、
親
の
無
責
任
さ
を
批
判
す
る
声
や
子
ど
も
の
側
か
ら
の
批
判
も
あ
る
が
、

な
お
社
会
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ（
１１
）

る
。

（
４
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
よ
る
審
査
（O

dièvre

対
フ
ラ
ン
ス
）

フ
ラ
ン
ス
法
の
家
族
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
、
国
内
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
、
ま
た

立
法
に
お
い
て
も
複
雑
な
影
響
を
与
え
て
い（
１２
）

る
。
婚
姻
外
の
子
に
つ
い
て
親
子
関
係
の
成
立
に
実
質
的
な
障
害
を
設
け
る
こ
と
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
の
関
係
で
特
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
に
婚
外
子
の
母
に
つ
い
て
認
知
を
要
す
る
も
の
と
し

て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
法
の
規
定
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
八
条
（
私
生
活
お
よ
び
家
族
生
活
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
）
お
よ
び
一
四
条
（
性
、

人
種
、
皮
膚
の
色
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
そ
の
他
の
意
見
、
国
民
的
も
し
く
は
社
会
的
出
身
、
少
数
民
族
へ
の
所
属
、
財
産
、

出
生
ま
た
は
他
の
地
位
等
に
よ
る
人
権
上
の
差
別
禁
止
）
に
抵
触
す
る
と
さ
れ
（
一
九
七
九
年
六
月
一
三
日
の
マ
ル
ク
ス
判
決
）、
ベ

ル
ギ
ー
法
は
、
一
九
八
七
年
に
改
正
さ
れ
た
（
ベ
ル
ギ
ー
民
法
三
一
二
条
）。
こ
の
事
件
で
は
、
嫡
出
で
な
い
子
の
親
子
関
係
の
確
立

に
つ
き
差
別
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
（
祖
父
母
の
相
続
に
関
し
て
自
然
子
に
相
続
権
を
認
め
な
い
規
定
と
あ
い
ま
っ
て
）、
人
権
条
約

違
反
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ（
１３
）

る
。

し
か
し
フ
ラ
ン
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
身
分
占
有
に
基
づ
く
母
子
関
係
の
成
立
の
余
地
が
あ
る
こ
と
な
ど
ベ
ル
ギ
ー
法
と
異
な
る
面
を
有

す
る
こ
と
か
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
法
の
改
正
の
後
を
追
う
こ
と
な
く
、
婚
外
子
の
母
子
関
係
発
生
に
関
し
て
は
、
な
お
母
の
認
知
を
必
要
な

も
の
と
し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
匿
名
出
産
の
場
合
に
母
に
対
す
る
認
知
の
訴
訟
を
排
除
し
、
実
父
母
に
関
す
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
許
さ
な
い
フ
ラ
ン
ス
法
の
規
定
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
八
条
お
よ
び
一
四
条
に
違
反
し
な
い
か
を
め
ぐ
っ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

裁
判
所
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
社
会
か
ら
も
注
目
を
浴
び
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
二
月
一
三
日

に
、
条
約
違
反
で
は
な
い
と
す
る
判
決
（O

dièvre
v.F

ran
ce

）
が
下
り（
１４
）

た
。

匿名出産と Babyklappen
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申
立
人
は
、
一
九
六
五
年
三
月
二
三
日
に
パ
リ
に
お
い
て
匿
名
出
産
で
生
ま
れ
た
三
八
歳
の
女
性
（M

s
P

ascale
O

dièvre

）
で

あ
る
が
、
保
健
社
会
保
障
局
に
託
さ（
１５
）

れ
、
国
家
後
見
子
と
さ
れ
た
後
、
一
九
六
九
年
一
月
一
〇
日
に
完
全
養
子
と
な
っ
て
い
た
。
申
立

人
は
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
に
児
童
福
祉
当
局
に
対
し
て
自
己
の
実
親
に
関
す
る
情
報
を
求
め
た
が
、
遺
棄
さ
れ
た
時
の
実
父
母
の
生

活
状
況
や
身
体
的
特
徴
な
ど
実
親
を
特
定
し
得
な
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
こ
で
申
立
人
は
、
パ
リ
大
審
裁

判
所
に
対
し
て
、
自
己
の
出
生
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
書
類
の
提
供
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
が
（
一
九
九
八
年
一
月
二
七
日
）、
裁

判
所
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
を
付
し
て
、
こ
れ
を
受
け
付
け
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
情
報
開
示
を
当
局
に
命
じ
る
命
令
を
得
る
た
め

に
は
、
請
求
は
行
政
裁
判
所
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
命
令
は
一
九
九
三
年
一
月
八
日
法
に
違
反
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
申
立
人
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
は
人
権
条
約
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
九
八
年
三
月
一
二
日
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
い
（n

o.42326/98

）、
申
立
て
は
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
六
日
に
受
理
さ
れ
第
三
部
に
係
属
し
た
が
、

二
〇
〇
二
年
六
月
二
四
日
に
大
法
廷
に
移
付
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
各
国
の
法
制
度
の
違
い
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
大
法
廷
の
裁
判
官
の
見
解
は
一
〇
対
七
に
分
か
れ
た
。
法
廷
意

見
（
多
数
意
見
）
は
、
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
か
（
人
の
オ
リ
ジ
ン
）
は
子
に
と
っ
て
、
ま
た
大
人
に
と
っ
て
も
人
権
条
約

八
条
の
保
障
す
る
私
生
活
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
）
の
尊
重
の
一
部
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
二
年
一

月
二
二
日
法
に
よ
り
自
己
の
生
ま
れ
を
知
る
た
め
の
手
助
け
を
し
て
く
れ
る
国
家
機
関
が
創
設
さ
れ
、
母
親
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

探
索
す
る
こ
と
も
、
母
親
の
承
諾
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
の
可
能
性
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
の
複
雑
微
妙
さ
に
か

ん
が
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
る
関
係
者
の
利
益
調
整
の
方
法
は
許
さ
れ
た
裁
量
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
人
権
条
約
八

条
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
判
決
（
多
数
意
見
）
は
子
ど
も
の
出
自
を
知
る
権
利
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、
他
方
で
、
母
親
が
匿
名

で
い
る
こ
と
に
よ
り
適
切
な
医
療
環
境
で
出
産
す
る
こ
と
が
で
き
、
母
子
の
健
康
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
も
重
大
な
利
益
が
あ
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り
、
四
歳
の
時
に
養
子
と
な
り
今
や
三
八
歳
に
な
っ
た
申
立
人
の
養
親
、
実
親
、
兄
弟
姉
妹
の
私
生
活
・
家
族
生
活
も
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
は
母
子
の
妊
娠
・
出
産
に
お
け
る
健
康
を
保
護
し
、
妊
娠
中
絶
、
特
に
違
法
な

中
絶
を
防
ぎ
、
適
切
な
手
続
を
踏
ま
な
い
子
ど
も
の
遺
棄
を
防
ご
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
人
権
条
約
が
保
障
す
る
よ
り
高
い
価
値

で
あ
る
生
命
を
尊
重
す
る
権
利
（R

igh
t

to
respect

for
life

）
は
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
が
追
求
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
あ
る
と
評
価
し

て
い
る
（
人
権
条
約
八
条
の
う
ち
家
族
に
関
す
る
権
利
は
、
本
事
件
で
は
直
接
に
関
係
し
な
い
と
し
て
い
る
）。

ま
た
判
決
は
、
人
権
条
約
一
四
条
に
つ
い
て
も
、
申
立
人
は
養
親
と
の
間
で
財
産
上
の
権
利
関
係
を
有
す
る
し
、
生
母
と
の
確
立
し

た
親
子
関
係
を
有
す
る
子
と
自
己
の
生
母
と
の
関
係
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
な
ん
ら
親
子
関
係
に
お
け
る
差
別
を
被
っ

て
い
な
い
と
し
て
、
条
約
違
反
は
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
少
数
意
見
は
、
多
数
意
見
は
問
題
を
人
権
条
約
八
条
の
私
生
活
の
観
点
の
み
か
ら
狭
く
捉
え
て
お
り
、
家
族
生
活
の

観
点
か
ら
検
討
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
、
子
の
出
自
を
知
る
権
利
の
観
点
か
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
身
元
を
明
か
す
こ
と
に
つ

い
て
の
拒
否
権
を
母
に
与
え
て
い
る
の
で
、
十
分
な
利
益
衡
量
を
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
人
権
条
約
八
条
お
よ
び
一
四
条
に
違
反
す

る
と
い
う
。
ま
た
、
多
数
意
見
が
言
う
よ
う
な
匿
名
出
産
が
妊
娠
中
絶
件
数
を
減
少
さ
せ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
し
い
し
、
匿
名

出
産
制
度
が
存
在
し
な
い
国
で
妊
娠
中
絶
が
多
い
と
い
う
証
拠
も
な
い
と
、
匿
名
出
産
の
意
義
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

多
数
意
見
に
は
三
つ
の
補
足
意
見
（
四
判
事
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
人
の
レ
ス
（R

ess

）
判
事
の
補
足
意
見
（
一
判

事
が
こ
れ
に
同
調
）
に
お
い
て
は
、
匿
名
出
産
の
制
度
に
よ
っ
て
実
際
に
妊
娠
中
絶
の
数
字
が
減
少
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
少
数

意
見
が
言
う
よ
う
に
明
確
な
証
拠
は
な
い
け
れ
ど
も
、
匿
名
出
産
の
道
が
な
け
れ
ば
、
や
む
な
く
中
絶
（
合
法
で
あ
れ
非
合
法
で
あ

れ
）
に
追
い
込
ま
れ
る
母
親
の
存
在
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
生
命
へ
の
権
利
を
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
に
優
先
さ
せ
て

い
る
こ
と
は
正
当
な
判
断
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

匿名出産と Babyklappen
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２

ド
イ
ツ
のB

abyklappen

（
１
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
子
箱
か
ら

二
〇
〇
〇
年
四
月
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
一
民
間
団（
１６
）

体
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
たB

abyklappen

の
シ
ス
テ
ム
は
瞬
く
間
に
ド
イ
ツ
各
地

に
広
が
り
、
三
年
後
に
は
六
〇
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
る
に
至
っ（
１７
）

た
。
そ
の
発
端
は
、
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
会
場
の
靴
箱
か
ら
死
亡
し
た
新
生

児
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
民
に
与
え
た
シ
ョ
ッ
ク
に
あ
る
よ
う
で
あ
る（
１８
）

が
、
他
に
も
新
生
児
の
遺
棄
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
当
局
も
、
悲
惨
な
運
命
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
を
救
う
た
め
に
、
市
民
団
体
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
よ
う
で
あ（
１９
）

る
。
子
ど

も
が
親
に
殺
さ
れ
た
り
、
安
全
で
な
い
場
所
に
捨
て
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
少
し
で
も
防
ぎ
、
ま
た
匿
名
で
妊
婦
を
保
護
す
る
こ
と
で
、

母
子
と
も
に
安
全
な
出
産
を
用
意
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

子
箱
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
は
、
捨
て
る
場
所
が
あ
る
か
ら
捨
て
子
が
増
え
る
と
い
う
批
判
も
当
然
に
あ
る
し
、
思
わ
ぬ
妊
娠
を
し
た

若
い
女
性
に
安
易
な
逃
げ
場
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
し
、
特
に
障
害
児
に
対
す
る
養
育
放
棄
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
ま

た
、
時
に
は
殺
さ
れ
た
赤
ん
坊
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
り
し
た
こ
と
も
あ（
２０
）

る
。
子
ど
も
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
て
苦
し
む
と
い
う

声
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
関
係
者
か
ら
は
、
子
ど
も
を
子
捨
て
・
子
殺
し
・
妊
娠
中
絶
か
ら
守
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
い
う
信
念
が

窺
わ
れ
る
。

（
２
）
身
分
登
録
法
上
お
よ
び
刑
法
上
の
問
題

ド
イ
ツ
法
で
は
、
匿
名
で
出
産
す
る
こ
と
は
法
律
上
許
さ
れ
て
い
な
い
。
出
生
の
届
出
は
出
生
か
ら
一
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
（
ド
イ
ツ
身
分
登
録
法
一
六
条
）、
出
生
に
よ
っ
て
親
子
関
係
が
成
立
す
る
母
の
届
出
義
務
は
、
父
、
医
師
等
の
届
出
義
務

に
劣
後
し
て
お
り
、
夫
婦
間
の
子
の
場
合
は
父
が
届
け
出
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
父
が
定
ま
っ
て
い
な
い
婚
外
子
の
場
合
は
、
医
師

等
か
ら
、
出
産
し
た
親
の
氏
名
等
を
付
け
て
出
生
の
事
実
を
身
分
登
録
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な（
２１
）

い
。
母
親
が
身
元
を
隠
そ
う
と
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す
る
場
合
で
も
、
医
師
・
病
院
側
と
し
て
は
、
健
康
保
険
か
ら
出
産
費
用
の
補
�
を
受
け
る
た
め
に
も
母
親
の
身
元
を
知
る
必
要
が
あ

る
と
い
っ
た
事
情
も
あ
る
。
し
か
し
、
母
親
が
あ
く
ま
で
身
元
を
隠
そ
う
と
す
れ
ば
、
医
師
等
が
強
制
的
に
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
義
務
も
な
い
。

身
分
を
偽
っ
て
出
生
の
届
出
を
す
る
こ
と
は
身
分
偽
称
の
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
六
九
条
）
の
疑
い
が
あ
り
、
ま
た
扶
養
義
務
違
反
の

罪
（
同
一
七
〇
条
）、
保
護
義
務
違
反
の
罪
（
同
一
七
一
条
）
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（
２２
）

が
、B

abyklappen

に
託
さ
れ
た

子
ど
も
は
通
常
の
捨
て
子
と
同
様
に
、
行
政
官
庁
に
よ
っ
て
氏
名
が
付
け
ら
れ
、
推
定
出
生
日
時
を
出
生
登
録
簿
に
登
録
す
る
こ
と
に

な
る
（
ド
イ
ツ
身
分
登
録
法
二
五
条
）。
身
分
を
積
極
的
に
偽
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
子
を
安
全
な
形
で
他
人
に
託
す
る
こ
と

が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
保
護
義
務
違
反
等
に
は
該
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
設
置
者
側
の
考
え
の
よ
う
で

あ
る
。

（
３
）
養
子
縁
組
と
の
関
連

B
abyklappen

に
託
さ
れ
た
子
ど
も
は
八
週
間
の
間
、
里
親
（S

tern
iP

ark

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
設
置
者
側
で
用
意
す
る

よ
う
で
あ
る
）
あ
る
い
は
託
児
所
で
も
っ
て
預
か
り
、
そ
の
後
、
養
子
縁
組
の
手
続
が
行
わ
れ
る
。
八
週
間
と
い
う
の
は
、
新
生
児
に

つ
き
父
母
の
養
子
縁
組
同
意
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七
条
二
項
）
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
間
に
親
の
気
持

ち
が
変
わ
っ
た
場
合
に
備
え
つ
つ
、
養
親
希
望
者
の
選
択
等
の
準
備
を
す
る
。
子
の
後
見
人
に
つ
い
て
は
、B

abyklappen

に
反
対

す
る
者
は
、
青
少
年
局
（Ju

gen
dam

t

）
（
２３
）が
後
見
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
が
、
原
則
と
し
て
、
個
人
後
見
が
官
庁
後
見
よ
り
も

優
先
さ
れ
る
の
で
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
九
一
ｂ
条
一
項
）、
設
置
者
の
職
員
な
ど
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

（
２４
）

い
。
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三

ド
イ
ツ
に
お
け
る
匿
名
出
産
法
案

１

連
邦
議
会
に
お
け
る
匿
名
出
産
法
案

B
abyklappen

の
設
置
に
触
発
さ
れ
た
匿
名
出
産
の
是
非
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
、
匿
名
出
産
を
合
法
化
す

る
た
め
の
法
案
が
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
て
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／

Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
会
派
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
身
分
登
録
法
改
正
法
案
が
そ
れ
で
あ（
２５
）

る
。
こ
の
法
案
で
は
、
特
に
苦
境
に
あ
る
母
を
救
済

す
る
た
め
に
、
認
可
を
受
け
た
妊
娠
相
談
所
に
相
談
さ
せ
、
出
生
登
録
の
特
例
（
一
週
間
以
内
の
期
間
制
限
を
一
〇
週
間
に
延
長
し
て
、

ゆ
っ
く
り
考
え
さ
せ
る
）
を
設
け
る
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
継
続
的
に
匿
名
性
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
当
然
な
が
ら
、

単
に
出
生
の
届
出
期
間
に
余
裕
を
持
た
せ
る
だ
け
で
問
題
が
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

次
い
で
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
は
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
緑
の
党
・
連
合
九
〇
会
派
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
（
自

由
民
主
党
）
を
含
め
た
超
党
派
の
議
員
団
か
ら
匿
名
出
産
を
規
律
す
る
た
め
の
法
案
が
提
出
さ
れ（
２６
）

た
。
こ
の
法
案
で
は
、
匿
名
出
産
の

対
象
を
子
の
引
き
受
け
を
望
ま
な
い
女
性
一
般
に
拡
大
し
、
匿
名
を
希
望
す
る
者
は
、
出
生
の
届
出
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
て
い

た
。
ま
た
、
匿
名
出
産
の
場
合
に
は
、
身
分
登
録
所
（S

tan
desam

t

）
か
ら
青
少
年
局
に
連
絡
さ
れ
、
青
少
年
局
が
後
見
人
に
な
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
母
親
は
、
八
週
間
以
内
で
あ
れ
ば
、
身
分
登
録
所
に
申
し
出
て
、
そ
の
子
の
母
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
法
案
は
い
ず
れ
も
十
分
に
審
議
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
第
一
四
連
邦
議
会
会
期
の
終
了
に
よ
っ
て
廃
案
と
な

っ
た
（
基
本
法
三
九
条
）。

２

バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
匿
名
出
産
法
案
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（
１
）
法
案
の
目
的

二
〇
〇
二
年
六
月
に
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク（
２７
）

州
か
ら
連
邦
参
議
院
に
、
新
た
な
匿
名
出
産
法
律
案
が
提
出
さ
れ（
２８
）

た
。
こ
の

法
案
は
、
先
の
超
党
派
法
律
案
の
内
容
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
若
干
の
新
し
い
匿
名
出
産
の
取
扱
い
に
関
す
る
提
案
を

加
え
て
い
る
。
連
邦
議
会
の
会
期
終
了
を
超
え
て
、
次
の
会
期
ま
で
法
律
案
の
検
討
を
続
け
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
、
連
邦
議
会
で
は
な

く
、
連
邦
参
議
院
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
立
法
提
案
の
理
由

次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
年
間
四
〇
人
か
ら
五
〇
人
の
子
が
捨
て
子
で
発
見
さ
れ
、
そ
の
半
数
の
み

が
生
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
上
、
隠
れ
た
多
数
の
捨
て
子
や
新
生
児
殺
害
も
当
然
に
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
最
初
の

B
abyklappen

が
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
設
置
さ
れ
て
か
ら
連
邦
中
に
広
が
っ
た
が
、
新
生
児
を
捨
て
子
の
運
命
か
ら
救
う
に
は
不
十
分
で

あ
る
。B

abyklappen

で
は
匿
名
で
出
産
が
行
わ
れ
、
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
な
く
子
ど
も
が
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
が
、
母
親
の
中
に

は
、
し
ば
し
ば
密
か
に
専
門
家
の
援
助
を
受
け
な
い
で
出
産
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
も
の
も
あ
る
。
公
的
病
院
に
お

い
て
匿
名
で
出
産
で
き
る
こ
と
で
生
命
を
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
母
親
に
法
的
安
定
性
を
与
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
匿

名
で
誕
生
し
た
子
の
生
命
の
保
護
は
、
自
己
の
出
自
を
知
る
子
の
権
利
よ
り
も
高
い
価
値
を
有
す
る
。
匿
名
出
産
を
合
法
化
す
る
こ
と

で
、
妊
娠
中
絶
の
数
の
減
少
に
も
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
―
―
と
。

（
３
）
具
体
的
内
容

具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
（
条
文
の
修
正
ま
た
は
追
加
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
ａ
）

公
的
病
院
（
ド
イ
ツ
身
分
登
録
法
一
八
条
に
い
う
自
治
体
、
大
学
、
社
会
保
険
者
等
が
設
置
し
て
い
る
も
の
）
で
の
匿
名
出

産
を
認
め
る
（
同
二
六
ａ
条
）。
匿
名
出
産
の
子
の
た
め
に
、
青
少
年
局
に
よ
る
法
定
後
見
が
命
じ
ら
れ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七

匿名出産と Babyklappen
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九
一
ｄ
条
の
追
加
）。
母
が
名
乗
れ
ば
、
後
見
は
終
了
す
る
。

（
ｂ
）

匿
名
出
産
に
関
す
る
身
分
登
録
に
つ
い
て
は
、
子
が
生
ま
れ
た
病
院
が
届
出
の
義
務
を
負
う（
身
分
登
録
法
二
六
ａ
条
一
項
）。

母
は
、
子
の
名
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
四
項
）。
家
族
名
（
姓
）
は
管
轄
の
行
政
官
庁
が
定
め
る
（
同
五
項
）。
身
分
登
録

官
は
、
匿
名
出
産
の
子
に
つ
い
て
、
後
見
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
非
訟
事
件
手
続
法
四
八
条
改
正
）。
ま
た
、

青
少
年
局
に
も
通
知
す
る
（
身
分
登
録
法
二
一
ｂ
条
）。

（
ｃ
）

母
親
は
、
養
子
縁
組
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
自
分
の
子
と
認
め
る
か
ど
う
か
、
八
週
間
の
熟
慮
期
間
を
与
え

ら
れ
る
。

（
ｄ
）

熟
慮
期
間
の
間
、
母
親
に
は
匿
名
出
産
の
効
果
、
養
子
縁
組
の
可
能
性
、
そ
の
他
問
題
解
決
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
助
言

が
与
え
ら
れ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
ａ
条
の
追
加
）。
病
院
は
、
適
切
な
助
言
機
関
（
母
子
や
養
子
問
題
に
つ
い
て
信
頼
の

あ
る
妊
娠
問
題
相
談
所
な
ど
）
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
、
希
望
が
あ
れ
ば
仲
介
を
行
う
義
務
を
負
う
。
こ
の
間
も
、
母
親
は
匿
名

で
い
る
権
利
を
有
す
る
。

（
ｅ
）

母
親
は
、
匿
名
出
産
し
た
子
の
た
め
に
、
任
意
に
、
自
己
の
氏
名
等
特
定
し
う
る
情
報
を
含
め
て
、
封
書
で
情
報
を
残
す
こ

と
が
で
き
（
後
に
返
還
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
）
、
子
は
、
一
六
歳
に
達
し
た
後
に
そ
の
情
報
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
身

分
登
録
法
二
六
ａ
条
六
項
）。

（
ｆ
）

病
院
が
匿
名
出
産
を
行
っ
た
場
合
、
病
院
運
営
者
は
、
分
娩
の
費
用
に
関
し
て
、
州
に
対
し
て
直
接
に
弁
済
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

匿
名
出
産
法
案
に
対
す
る
反
対
意
見
と
問
題
点

匿
名
出
産
法
案
に
対
し
て
は
、
出
産
し
た
女
性
を
母
と
す
る
民
法
上
の
母
子
関
係
発
生
原
理
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
）
の
観
点
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か
ら
の
反
対
意
見
が
あ
る
ほ
か
、
養
子
縁
組
規
整
と
の
整
合
性
の
問
題
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
七
条
（
親
を
知
る
権
利
）、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
八
条
（
家
族
生
活
の
尊
重
）
お
よ
び
基
本
法
一
条
（
人
間
の
尊
厳
）、
二
条
（
人
格
の
自
由
な
発
展
）、
六
条
（
家
族
の
保

護
）
等
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

（
１
）
民
法
に
お
け
る
母
子
関
係
発
生
原
理
と
の
矛
盾

匿
名
出
産
は
、
民
法
上
で
は
出
産
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
母
子
関
係
を
、
公
法
上
（
身
分
登
録
法
上
、
刑
法
上
）、

あ
る
い
は
社
会
法
上
で
は
不
明
な
も
の
と
し
て
取
扱
い
、
そ
れ
を
法
的
に
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
の
身

分
を
偽
っ
て
身
分
登
録
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
客
観
的
に
定
ま
っ
て

い
る
身
分
関
係
を
当
初
の
身
分
登
録
に
反
映
さ
せ
な
い
と
し
て
も
、
事
後
に
そ
の
確
認
の
途
が
あ
る
限
り
、
母
の
匿
名
を
保
障
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
反
論
が
あ
る
。

（
２
）
養
子
法
規
制
と
の
関
連
か
ら

匿
名
出
産
の
制
度
は
、
親
の
な
い
子
の
福
祉
の
た
め
に
改
革
を
進
め
て
き
た
養
子
法
の
規
定
と
矛
盾
す
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
養

子
と
な
っ
た
未
成
年
者
は
、
従
前
の
父
母
そ
の
他
と
の
親
族
関
係
が
終
了
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
五
条
）
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

通
説
は
、
そ
の
後
も
、
実
父
母
と
の
親
子
関
係
確
認
の
訴
訟
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
（
２９
）

る
。
匿
名
出
産
を
認
め
る
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、

完
全
養
子
縁
組
後
の
親
子
関
係
訴
訟
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
五
二
条
）
と
の
顕
著
な
違
い
で
あ
る
。
親
の
不
明

な
子
の
た
め
に
付
け
ら
れ
た
後
見
人
に
と
っ
て
は
、
父
母
に
つ
い
て
探
索
し
、
親
子
関
係
の
成
立
の
た
め
に
努
め
る
こ
と
は
、
後
見
人

と
し
て
の
義
務
で
も
あ
る
。
養
子
縁
組
手
続
に
お
い
て
も
、
実
父
母
の
同
意
要
件
と
の
関
係
で
、
父
母
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
理
由
と
し
て
、
父
母
の
所
在
が
完
全
に
不
明
で
あ
る
こ
と
の
立
証
が
求
め
ら
れ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七
条
四
項
）。

自
分
の
身
元
を
明
か
さ
な
い
で
出
産
を
希
望
し
、
あ
る
い
は
出
産
し
た
子
ど
も
をB

abyklappen

に
託
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
養

匿名出産と Babyklappen
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子
縁
組
に
同
意
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
養
子
法
の
規
定
で
は
、
親
の
同
意
は
公
証
の
手
続
き
を
要
し
、
後
見
裁

判
所
に
対
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
〇
条
一
項
）。
ま
た
、
養
親
と
な
る
者
が
定
ま
っ
て
い
な
い
段
階

で
の
同
意
（
白
紙
同
意
）
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
生
後
八
週
間
内
の
同
意
も
で
き
な
い
（
同
一
七
四
七
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
な
同

意
の
制
限
は
、
い
っ
た
ん
同
意
す
れ
ば
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
（
同
一
七
五
〇
条
二
項
）、
出
産
直
後
の
母
親
の

不
安
な
状
態
で
の
熟
慮
し
な
い
ま
ま
の
同
意
を
避
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

匿
名
出
産
を
公
認
し
、
そ
の
子
を
養
子
縁
組
手
続
に
乗
せ
る
と
す
れ
ば
、
親
の
同
意
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
慎
重
な
態
度
を
覆
す
こ

と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
養
子
縁
組
に
携
わ
っ
て
き
た
者
の
中
に
は
、
匿
名
出
産
に
反
対
す
る
声
が
強
い
。

と
り
わ
け
第
三
世
界
か
ら
の
養
子
の
あ
っ
せ
ん
機
関
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「
ひ
と
の
大
地
（
テ
ル
デ
ゾ
ムT

erre
des

h
om

m
es

）」

は
匿
名
出
産
の
合
法
化
に
強
く
反
対
し
、
既
存
の
養
子
縁
組
手
続
の
中
で
、
子
を
手
放
そ
う
と
す
る
母
親
を
支
援
す
る
こ
と
で
足
り
る

と
し
て
い（
３０
）

る
。
そ
の
一
方
で
、B

abyklappen

を
設
置
し
て
い
る
施
設
に
は
、
養
子
縁
組
の
仲
介
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体

も
関
係
し
て
い
る
か（
３１
）

ら
、
養
子
縁
組
仲
介
機
関
の
対
応
も
一
様
で
は
な
い
。

（
３
）
基
本
権
と
し
て
の
家
族
保
護
の
観
点
か
ら

B
abyklappen

に
託
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
家
族
と
の
生
活
を
享
受
す
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
、
そ
れ
を
回
復
す
る

途
が
匿
名
出
産
を
公
認
す
る
こ
と
で
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
の
権
利
条
約
七
条
・
八
条
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
八
条
と
の
関
係
に
お
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
（
二
１
（
４
））。
そ
れ
の
み

な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
の
憲
法
（
基
本
法
）
上
保
障
さ
れ
て
い
る
家
族
の
保
護
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
あ

る
。
基
本
法
六
条
一
項
は
「
婚
姻
及
び
家
族
は
、
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
を
受
け
る
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
家
族
は
親

と
子
か
ら
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ（
３２
）

る
。
そ
し
て
、
出
生
時
に
親
の
い
な
い
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
家
族
を
否
定
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す
る
こ
と
に
な
り
、
六
条
一
項
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
父
母
と
の
家
族
形
成
の
み
が
唯
一
の
あ
る
べ
き
家
族

関
係
と
は
い
え
な
い
の
で
、
匿
名
出
産
制
度
が
家
族
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ（
３３
）

う
。

（
４
）
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
の
観
点
か
ら

自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
七
条
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
基
本
法
上
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
基
本
権
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
八
年
一
月
一
八
日
の
決（
３４
）

定
以
来
、
嫡
出
否
認
の
権
利
制
限
の

問
題
や
実
父
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
権
利
の
承
認
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
、
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）
お
よ
び
人
格
の
自

由
な
発
展
（
同
二
条
一
項
）
の
保
障
を
根
拠
と
し
て
出
自
を
知
る
権
利
を
基
礎
付
け
、
法
改
正
を
促
し
て
来
て
い（
３５
）

る
。
匿
名
出
産
の
制

度
化
は
、
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
を
法
律
が
積
極
的
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
認
め
が
た
い
と
い
う
批
判
が
強
い
。
基
本
法

上
、
出
自
を
知
る
権
利
と
比
較
衡
量
し
う
る
利
益
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
匿
名
出
産
に
よ
っ
て
子
の
生
命
・
健
康
の
権
利
が
保

護
さ
れ
る
と
い
う
確
証
は
で
き
な
い
し
、
母
の
出
産
の
秘
密
に
つ
い
て
の
利
益
も
、
出
自
を
知
る
権
利
を
凌
駕
す
る
も
の
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
、
出
自
を
知
る
権
利
の
存
在
ゆ
え
に
匿
名
出
産
が
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
自
を
知
る

権
利
を
保
障
し
つ
つ
も
、
出
生
の
際
に
お
け
る
母
の
事
情
に
配
慮
し
た
匿
名
の
方
途
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

結
び
に
か
え
て
―
―
生
へ
の
権
利
と
出
自
を
知
る
権
利
の
相
克

匿
名
出
産
の
公
認
化
に
対
す
る
賛
成
意
見
は
、
ひ
と
は
ま
ず
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
生
き
て
い
な
け
れ
ば
出
自
を
知
る
権

利
も
何
も
な
い
、
と
い
う
基
本
的
な
考
え
に
た
っ
て
い（
３６
）

る
。
匿
名
出
産
が
制
度
化
さ
れ
れ
ば
人
工
妊
娠
中
絶
や
幼
児
殺
し
が
な
く
な
る

か
、
減
少
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
のO

dièvre
判
決
の
中
で
も
、
匿
名
出
産
を
廃
止
す
れ
ば
人
工
妊
娠
中

絶
や
子
殺
し
が
増
え
る
の
か
、
と
い
う
形
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
匿
名
出
産
の
制
度
が
あ
る
国
で
も
な
い
国
で
も
、
妊
娠
中

匿名出産と Babyklappen
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絶
や
幼
児
殺
し
の
問
題
は
変
わ
ら
ず
に
存
在
す
る
と
い
う
少
数
意
見
に
対
し
て
、
多
数
意
見
・
補
足
意
見
は
、
明
確
な
証
拠
は
な
い
に

し
て
も
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
女
性
に
対
す
る
救
済
と
し
て
そ
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
中
絶
や
幼
児
殺
し
の

問
題
は
複
雑
な
要
素
が
絡
ん
で
い
る
か
ら
、
単
純
に
匿
名
出
産
制
度
の
存
否
に
よ
っ
て
結
論
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な（
３７
）

い
。
そ
れ
だ

け
に
、
母
子
の
生
命
救
済
の
道
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
限
り
、
匿
名
出
産
の
合
法
化
と
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
価
値
は
充
分
に
あ
る
。

自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
匿
名
出
産
を
し
た
母
と
の
親
子
関
係
を
形
成
す
る
余
地
を
残
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
三
２
で
検
討
し
た
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
か
ら
連
邦
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
匿
名
出
産
法
案
は
、
公
立
病

院
で
の
匿
名
で
の
安
全
な
出
産
を
保
障
し
つ
つ
、
母
子
関
係
の
事
実
を
封
入
し
添
付
し
た
出
生
記
録
を
作
成
し
、
一
六
歳
以
上
の
子
に

出
自
情
報
の
開
示
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
情
報
を
残
す
こ
と
は
母
の
任
意
で
あ
る
が
、
援
助
者
（
専
門
機
関
）

に
よ
る
助
言
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
二
〇
〇
二
年
改
正
に
近
い
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ

ラ
ン
ス
法
と
異
な
り
、
匿
名
出
産
で
あ
っ
て
も
母
子
関
係
の
成
立
自
体
に
は
直
接
の
関
係
が
な
い
。
匿
名
出
産
の
子
に
対
し
て
は
、
官

庁
後
見
人
と
し
て
青
少
年
局
が
保
護
の
任
に
当
た
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
事
情
の
変
化
を
取
り
込
ん
で
、
親
子
間

の
情
報
の
交
換
や
そ
れ
を
超
え
る
身
分
関
係
の
形
成
の
可
否
な
ど
に
つ
い
て
、
柔
軟
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
母
子

の
生
命
・
健
康
の
尊
重
を
第
一
に
考
え
、
そ
の
下
で
、
母
の
匿
名
性
に
お
け
る
利
益
と
子
の
出
自
を
知
る
権
利
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す

る
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
法
案
の
実
質
的
な
審
議
は
、
二
〇
〇
二
年
秋
か
ら
の
第
一
五
立
法
期
の
作
業
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
政
治
的
関
心
は
低
い
よ
う
で
あ
り
、
法
案
の
審
議
も
進
ん
で
い
な
（
３８
）

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
匿
名
出
産
制
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判

所
で
許
容
さ
れ
た
が
、
匿
名
出
産
は
母
子
や
養
親
な
ど
関
係
者
の
利
益
調
整
の
一
手
段
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
現
状
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
匿
名
出
産
が
法
律
に
よ
っ
て
正
規
に
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
よ
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う
で
あ
る
。

（
１
）

イ
タ
リ
ア
民
法
二
五
〇
条
、
二
五
四
条
に
よ
れ
ば
、
婚
外
子
の
母
は
、
身
分
登
録
所
に
出
頭
し
て
子
の
認
知
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

母
子
関
係
が
成
立
す
る
。
ス
ペ
イ
ン
民
法
一
二
〇
条
に
よ
れ
ば
、
婚
外
子
は
母
が
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
他
の
者
か
ら
の
届
出
に

よ
り
母
と
し
て
身
分
登
録
さ
れ
た
者
が
一
四
日
以
内
に
否
定
し
な
け
れ
ば
、
母
子
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

（
２
）

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
（
民
法
五
七
条
）、
イ
タ
リ
ア
（
民
法
七
三
条
）
で
も
匿
名
出
産
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
出
生
届
に
母
の
名

が
な
い
場
合
に
は
、
事
後
に
確
認
の
手
続
（
裁
判
な
ど
）
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
で
も
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。

（
３
）

二
〇
〇
〇
年
四
月
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
のS

tern
iP

ark

と
い
う
民
間
福
祉
団
体
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。B

abyklappen

（
赤
ち
ゃ

ん
箱
）
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
何
度
か
新
聞
記
事
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
毎
日
新
聞
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
九
日
ほ
か
）。
二
〇
〇
二

年
一
月
三
〇
日
の
朝
日
新
聞
で
は
、「
赤
ち
ゃ
ん
託
す
『
捨
て
子
ポ
ス
ト
』
需
要
あ
り
」
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
施
設
が
写
真
付
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
。「
赤
ち
ゃ
ん
ボ
ッ
ク
ス
」「
置
き
去
り
箱
」「
捨
て
子
ボ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
名
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。K

lappen

と
い
う

ド
イ
ツ
語
は
一
端
が
固
定
し
て
あ
る
蓋
を
開
け
閉
め
す
る
と
き
の
パ
タ
ン
と
い
う
音
か
ら
、
そ
う
い
う
蓋
の
つ
い
た
箱
、
さ
ら
に
は
ベ
ッ
ド

を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
赤
ち
ゃ
ん
を
入
れ
る
保
育
器
様
の
箱
で
あ
る
。
英
語
文
献
で
は
、baby

box

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
先
の
朝
日

新
聞
の
記
事
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
伝
統
の
『
匿
名
出
産
』、
子
供
か
ら
反
旗
、
法
改
正
、
親
捜
し
に
道
」、
と
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
状

況
を
対
照
的
に
示
し
て
い
る
。
な
お
、
阪
本
恭
子
「�
捨
て
子
ボ
ッ
ク
ス
�
の
波
紋
」（
産
経
新
聞
二
〇
〇
三
年
三
月
一
七
日
）
は
、
哲
学
・

倫
理
学
の
立
場
か
ら
「
子
ど
も
の
生
き
る
権
利
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
の
問
題
を
紹
介
し
て
い
る
。
同
「
ひ
と
は
如
何
に
し
て
子
ど
も
を

『
捨
て
る
』
か
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
捨
て
子
ボ
ッ
ク
ス
』
の
現
状
報
告
」〈h

ttp
://w

w
w

.m
ed.osaka-u

.ac.jp/pu
b/eth

/O
J

2-1/

sakam
oto.h

tm

〉
で
は
よ
り
詳
細
に
問
題
を
分
析
し
て
い
る
が
、「
ボ
ッ
ク
ス
に
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
の
気
持
ち
を
再
び
見
捨
て
る
こ
と
な

く
、
ボ
ッ
ク
ス
を
活
か
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
掛
け
て
い
る
（
同
論
文
は
、
日
本
医
学
哲
学
・
倫
理
学
会
関
東
支

部
『
医
療
と
倫
理
』
四
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
）。

（
４
）

フ
ラ
ン
ス
の
回
転
箱
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、R

ain
er

F
ran

k,
D

ie
u

n
tersch

iedlich
e

B
edeu

tu
n

g
der

匿名出産と Babyklappen
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B
lu

tsverw
an

dtsch
aft

im
deu

tsch
en

u
n

d
fran

zösisch
en

F
am

ilien
rech

t,
F

am
R

Z
1992,

1365,
1368

;
R

ain
er

F
ran

k/

T
obias

H
elm

s,R
ech

tlich
e

A
spekte

der
an

on
ym

en
K

in
desabgabe

in
D

eu
tsch

lan
d

u
n

d
F

ran
kreich

,F
am

R
Z

2001,1340

参
照
。
な
お
、
ト
ビ
ア
ス
・
ヘ
ル
ム
ス
（
野
沢
紀
雅
�
遠
藤
隆
幸
訳
）
・
生
物
学
的
出
自
と
親
子
法
二
頁
以
下
（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇

〇
二
年
）
が
わ
か
り
や
す
い
。
同
書
はT

obias
H

elm
s,

D
ie

F
eststellu

n
g

der
biologisch

en
A

bstam
m

u
n

g
:

ein
e

rech
tsvergleich

en
de

U
n

tersu
ch

u
n

g
zu

m
deu

tsch
en

u
n

d
fran

zösisch
en

R
ech

t,D
u

n
cker&

H
u

m
blot,B

erlin
1999

の
翻
訳

で
あ
る
が
、
訳
者
あ
と
が
き
と
し
て
、
野
沢
教
授
が
、
同
書
刊
行
後
に
生
じ
たB

abyklappen

事
件
と
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
お

け
る
匿
名
出
産
の
合
法
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）

遺
棄
事
務
所
へ
の
子
の
引
渡
し
お
よ
び
「
母
の
家
」
制
度
に
つ
い
て
、
ト
ビ
ア
ス
・
ヘ
ル
ム
ス
（
前
注
４
）
四
頁
参
照
。
こ
れ
は
現
在

の
家
族
社
会
扶
助
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

（
６
）

近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
年
平
均
九
三
〇
件
の
匿
名
出
産
が
あ
り
、
出
生
後
若
干
の
期
間
の
後
に
匿
名
で
遺
棄
さ
れ
た
子
は
年
間
約
三

〇
〇
人
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
匿
名
遺
棄
（aban

don
an

on
ym

e

）
に
つ
い
て
、
ト
ビ
ア
ス
・
ヘ
ル
ム
ス
（
前
注
４
）

一
四
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
一
九
九
六
年
法
に
よ
り
匿
名
遺
棄
は
一
歳
以
下
の
子
に
限
定
さ
れ
た
が
、
利
用
は
少
な
く
、
最
近
廃
止
さ
れ
た

と
の
情
報
も
あ
る
（K

irsten
S

ch
eiw

e,A
n

on
ym

ou
s

birth

�N
ew

developm
en

ts,old
an

d
n

ew
legalproblem

s,In
tern

ation
al

F
am

ily
L

aw
,N

r.2/2003

）
が
未
見
で
あ
る
（
国
際
家
族
法
学
会
二
〇
〇
二
年
大
会
の
同
氏
の
報
告
草
稿
に
よ
る
）。

（
７
）

ト
ビ
ア
ス
・
ヘ
ル
ム
ス
（
前
注
４
）
一
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
８
）

F
ran

k/H
elm

s
(F

n
.4),F

am
R

Z
2001,1344.

（
９
）

S
ylvie

F
erre-A

n
dre,

A
delin

e
G

ou
tten

oire-C
orn

u
t,

an
d

H
u

gu
es

F
u

lch
iron

,
W

ork
in

H
an

d
for

th
e

R
eform

of

F
ren

ch
F

am
ily

L
aw

,in
:

A
n

drew
B

ain
h

am
ed.,T

h
e

In
tern

ation
alS

u
rvey

ofF
am

ily
L

aw
2003,p.178.

（
１０
）

家
族
社
会
事
業
法
（C

ode
de

l’action
sociale

et
des

fam
illes

）
Ｌ
二
二
二
ー
六
条
。
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
封

入
し
、
封
筒
に
子
の
氏
名
、
性
別
、
出
生
日
時
な
ど
を
書
い
て
、
ど
の
子
の
親
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
る
か
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
よ
う
で

あ
る
。S

ylvie
F

erre-A
n

dre,A
delin

e
G

ou
tten

oire-C
orn

u
t,an

d
H

u
gu

es
F

u
lch

iron
(F

n
.9),p.179.

（
１１
）

K
irsten

S
ch

eiw
e,B

abyklappe
u

n
d

an
on

ym
e

G
ebu

rt

―w
oh

in
m

it
M

ü
tterrech

ten
,

V
äterrech

ten
,

K
in

derrech
ten

?,

Z
R

P
2001,

368

に
よ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
以
来
お
よ
そ
四
万
人
が
匿
名
出
産
で
生
ま
れ
、
現
在
も
年
間
六
〇
〇
か
ら
七
〇
〇
の
女
性
が
匿
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名
出
産
し
て
い
る
と
い
う
。
同
論
文
が
紹
介
し
て
い
る
一
九
九
九
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
匿
名
出
産
の
女
性
の
う
ち
一
〇
％
は
未
成
年
者
で
、

二
三
歳
未
満
が
半
数
、
二
五
歳
未
満
の
者
だ
と
三
分
の
二
に
な
る
。
一
〇
％
は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
一
緒
に
生
活
し
て
お
り
、
一
〇
％
は
離
別
・

死
別
し
て
い
る
。
後
者
は
三
五
歳
以
上
で
、
す
で
に
子
ど
も
を
持
っ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
。
強
姦
に
よ
る
も
の
は
予
想
さ
れ
る
ほ
ど
多

く
は
な
く
（
四
％
か
ら
一
〇
％
）、
ま
た
、
近
親
相
姦
は
理
由
と
し
て
あ
が
っ
て
こ
な
い
が
、
現
実
に
は
あ
る
程
度
存
在
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

（
１２
）

ロ
ー
ラ
ン
・
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
（
大
村
敦
志
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
ジ
ュ
リ
一
二
〇
四
号

四
〇
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
）、
伊
藤
洋
一
「
コ
メ
ン
ト

フ
ラ
ン
ス
民
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
」
ジ
ュ
リ
同
号
五
〇
頁
以
下
、
参
照
。

（
１３
）

M
arckx

v.B
elgiu

m
.E

C
H

R
,Ju

dgem
en

t
of

13
Ju

n
e

1979,S
eries

A
,n

o.31.

二
宮
周
平
「『
非
嫡
出
子
』
の
相
続
分
差
別
撤

廃
へ
向
け
て
（
二
・
完
）」
立
命
館
法
学
二
二
五
�
二
二
六
号
二
三
四
頁
（
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
１４
）

E
rn

st
B

en
da,D

ie
“an

on
ym

e
G

ebu
rt”,JZ

2003,533

は
、
本
判
決
の
多
数
意
見
お
よ
び
少
数
意
見
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
掲
す
るS

tern
iP

ark

の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
〈h

ttp
://w

w
w

.stern
ipark.de

〉
で
も
紹
介
が
あ
り
、
判
決
全
文
の
入
手
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

（
１５
）

生
母
は
当
局
に
次
の
よ
う
な
書
面
を
残
し
て
い
た
（
判
決
文
の
項
目
九
）。「
私
は
、
私
の
子B

erth
e

P
ascale

を
遺
棄
し
ま
す
。
一
ヵ

月
後
に
は
私
の
子
の
遺
棄
は
撤
回
で
き
な
い
も
の
と
な
り
、
当
局
は
彼
女
を
養
子
に
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
こ

と
を
証
し
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
与
え
ら
れ
て
き
た
援
助
を
辞
退
し
ま
す
。
私
は
、
出
生
の
秘
密
が
守
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。
私

は
、
遺
棄
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
る
書
式
を
受
領
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
パ
リ
、（
日
付
、
氏
名
は
一
部
削
除
）」

（
１６
）

設
置
し
た
シ
ュ
テ
ル
ニ
パ
ル
クS

tern
iP

ark

と
い
う
登
録
社
団
（
法
人
）
は
一
九
九
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
児
童
援
助
団
体
で
あ
り
、

託
児
所
や
母
子
・
妊
婦
の
一
時
保
護
施
設
も
運
営
し
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
情
報
に
よ
れ
ば
、S

tern
iP

ark

が
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
内
二

ヶ
所
に
設
置
し
たB

abyklappen

に
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
七
人
、
二
〇
〇
一
年
に
七
人
、
二
〇
〇
二
年
に
四
人
の
子
が
託
置
さ
れ
て
い
る
。

三
分
の
一
の
子
に
つ
い
て
は
母
親
が
後
に
名
乗
り
出
て
来
て
、
三
人
は
家
族
に
引
き
取
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
引
取
り
の
際
に
ど
の
よ

う
に
し
て
親
子
の
確
認
を
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
施
設
側
か
ら
は
、
引
取
り
に
き
た
母
親
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
見
れ
ば
わ
か
る
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
１７
）

S
tern

iP
ark

が
あ
げ
て
い
る
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
三
年
二
月
一
五
日
現
在
、
ド
イ
ツ
国
内
で
六
〇
ヶ
所
（
ベ
ル
リ
ン
五
ヶ
所
、

匿名出産と Babyklappen
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ミ
ュ
ン
ヘ
ン
三
ヶ
所
）
あ
り
、
州
で
い
え
ば
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
が
一
六
ヶ
所
（
ケ
ル
ン
、
ド
ル
ト
ム
ン
ト
、
ミ

ュ
ン
ス
タ
ー
ほ
か
）、
バ
イ
エ
ル
ン
州
が
一
四
ヶ
所
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
ほ
か
）
と
多
い
。
オ
ー
ス

ト
リ
ア
に
も
五
ヶ
所
（
ウ
ィ
ー
ン
、
リ
ン
ツ
、
グ
ラ
ー
ツ
ほ
か
）、
ス
イ
ス
に
一
ヶ
所
（
ア
イ
ン
ジ
ー
デ
ル
ン
）
あ
る
。

（
１８
）

H
erbert

W
iederm

an
n

,
T

h
e

H
am

bu
rg

E
m

ergen
cy

C
am

paign
F

or
T

h
e

P
reven

tion
O

f
C

h
ild

A
ban

don
m

en
t

―A

“B
abyflap”

T
o

S
ave

L
ives

に
よ
る
。
同
稿
の
筆
者
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
教
育
・
青
少
年
・
社
会
サ
ー
ビ
ス
担
当
局
職
員
で
あ
る
。
こ
の
論

文
で
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
望
ま
な
い
子
を
遺
棄
・
殺
害
す
る
危
険
の
あ
る
の
は
、
薬
物
依
存
者
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ

イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
、
新
規
の
移
入
者
、
年
少
女
子
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
論
文
は
、
シ
ュ
テ
ル
ニ
パ
ル
ク
を

現
地
訪
問
調
査
さ
れ
た
筒
井
千
枝
子
氏
（
親
子
法
改
正
研
究
会
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
１９
）

A
lfred

W
olf,

Ü
ber

K
on

sequ
en

zen
au

s
den

gesch
eiterten

V
ersu

ch
en

,
B

abyklappen
u

n
d

,,an
on

ym
e“

G
ebu

rten

du
rch

G
esetz

zu
legalisieren

,
F

P
R

2003,
112

に
よ
れ
ば
、S

tern
iP

ark

に
対
し
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
は
五
万
マ
ル
ク
の
補
助
を
し
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
同
論
文
で
は
、
ド
イ
ツ
全
体
でB

abyklappen

は
五
〇
か
ら
七
〇
に
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
子
ど
も
の
遺
棄

を
助
け
る
違
法
な
制
度
で
あ
る
か
ら
、
関
係
者
は
現
行
法
を
遵
守
し
、B

abyklappen

を
閉
鎖
し
、
匿
名
出
産
を
止
め
る
べ
き
だ
と
辛
ら
つ

な
批
評
を
し
て
い
る
。

（
２０
）

A
.W

olf
(F

n
.19),

S
.113

は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
九
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
病
院
設
置
の
子
箱
に
多
数
の
刺
し
傷
の
あ

る
死
亡
し
た
新
生
児
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
ま
た
オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
（
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
）
で
は
、
父

と
面
接
交
渉
し
て
い
た
二
一
ヶ
月
の
娘
が
母
親
に
戻
さ
れ
ず
に
、
子
箱
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
病
院
設
置
）
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
事

件
の
マ
ス
コ
ミ
記
事
を
紹
介
し
、
こ
う
し
た
お
ぞ
ま
し
い
で
き
ご
と
を
目
の
前
に
し
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
好
意
的
な
論
調
が
後
退

し
た
と
い
う
。

（
２１
）

出
生
の
届
出
義
務
者
は
、
父
、
助
産
婦
、
医
師
、
出
生
の
事
実
を
知
る
者
、
母
で
あ
る
（
身
分
登
録
法
一
七
条
）。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
身

分
登
録
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿「
西
ド
イ
ツ
の
身
分
登
録
・
公
証
制
度
―
―
と
く
に
養
子
縁
組
と
の
関
連
に
お
い
て
」

民
商
九
三
巻
三
号
四
三
〇
頁
以
下
（
一
九
八
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２２
）

A
.W

olf(F
n

.19),S
.113

;
K

yrill-A
.S

ch
w

arz,R
ech

tlich
e

A
spekte

von
»B

abyklappe«
u

n
d

»an
on

ym
er

G
ebu

rt«,S
tA

Z

2003,33,35.

な
おF

ran
k/H

elm
s

(F
n

.4),S
.1341

は
、
刑
事
訴
追
は
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
属
す
る
と
指
摘
し
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て
い
る
。

（
２３
）

児
童
・
青
少
年
援
助
法
（
社
会
法
典
八
編
）
を
根
拠
規
定
と
し
て
、
児
童
保
護
・
児
童
福
祉
の
た
め
に
活
動
す
る
官
署
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
民
法
一
七
九
一
ｂ
条
で
は
、
他
に
適
切
な
個
人
が
い
な
い
場
合
は
、
青
少
年
局
が
後
見
人
に
な
り
う
る
も
の
と
し
、
一
七
九
一
ｃ
条
で
は
、

父
母
が
婚
姻
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
後
見
人
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
青
少
年
局
が
後
見
人
に
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
児
童
・
青

少
年
援
助
法
二
条
三
項
一
一
号
・
五
五
条
参
照
。
同
法
に
つ
い
て
は
、
岩
志
和
一
郎
・
鈴
木
博
人
・
高
橋
由
紀
子
「
ド
イ
ツ
『
児
童
な
ら
び

に
少
年
援
助
法
』
全
訳
（
１
）」
比
較
法
学
三
六
巻
一
号
三
〇
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
年
）
が
、
概
説
お
よ
び
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
現
在

の
条
文
の
邦
訳
を
行
っ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
（
そ
の
後
ご
く
わ
ず
か
な
改
正
が
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
日
の
教
育
に
お
け
る

暴
力
排
除
法
に
よ
る
一
六
条
一
項
三
文
追
加
、
給
付
請
求
権
者
と
し
て
の
外
国
人
の
要
件
に
関
す
る
六
条
二
項
の
文
言
修
正
等
）。

（
２４
）

A
.W

olf(F
n

.19),S
.113.

（
２５
）

E
n

tw
u

rfein
es

G
esetzes

zu
r

Ä
n

deru
n

g
des

P
erson

en
stan

dsgesetzes,B
T

-D
ru

cks.14/4425
vom

24.10.2000.

こ
れ
に

つ
い
て
は
、F

ran
k/H

elm
s

(F
n

.4
),

S
.1342

;
R

ein
h

ard
H

eptin
g,

,,B
abyklappe“

u
n

d
,,an

on
ym

e
G

ebu
rt“,

F
am

R
Z

2001,

1573
;

A
.W

olf(F
n

.19),S
.114

参
照
。

（
２６
）

E
n

tw
u

rfein
es

G
esetzes

zu
r

R
egelu

n
g

an
on

ym
er

G
ebu

rten
,B

T
-D

ru
cks.14/8856

vom
23.4.2002.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

K
yrill-A

.S
ch

w
arz

(F
n

.22),33
;

A
.W

olf(F
n

.19),S
.114

参
照
。

（
２７
）

S
tern

iP
ark

の
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
同
州
に
は
四
ヶ
所
（
マ
ン
ハ
イ
ム
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
ほ
か
）
に
子
箱

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

（
２８
）

E
n

tw
u

rfein
es

G
esetzes

zu
r

R
egelu

n
g

der
an

on
ym

en
G

ebu
rt,B

R
-D

ru
cks.506/02

vom
6.6.2002.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

S
ch

w
arz

(F
n

.22),S
.33

;
A

.W
olf(F

n
.19),S

.33

を
参
照
。

（
２９
）

近
親
婚
の
禁
止
（
ド
イ
ツ
民
法
一
三
〇
七
条
二
文
）
ほ
か
、
自
然
血
縁
関
係
の
存
在
か
ら
縁
組
後
も
継
続
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
に
加

え
、
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
の
重
要
性
が
そ
の
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
りS

tau
din

ger

/F
ran

k
(2001),1755

R
n

15

を
参
照
。

（
３０
）

E
rn

st
B

en
da

(F
n

.14
),S

.538.

（
３１
）

C
aritas

（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
やD

iakon
ie

（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
は
、
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
機
関
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
る
。A

.W
olf

匿名出産と Babyklappen
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(F
n

.19),S
.112

は
こ
う
し
た
団
体
がB

abyklappen

を「
匿
名
で
、尋
ね
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い（O

h
n

e
N

am
en

.

O
h

n
e

F
ragen

.O
h

n
e

S
trafe

）」
と
宣
伝
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

（
３２
）

基
本
法
六
条
三
項
で
は
、「
子
ど
も
は
、
養
育
権
利
者
が
拒
絶
し
、
又
は
他
の
理
由
に
よ
り
子
ど
も
が
放
置
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
限
り
、
法
律
に
基
づ
い
て
、
家
族
か
ら
引
き
離
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
子
ど
も
を
養
育
す
る
基
本
の
場
が
家
族
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。

（
３３
）

阪
本
（
前
注
３
）
・
産
経
は
、
子
ど
も
が
未
来
に
向
け
て
前
向
き
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
責
任
が
ボ
ッ
ク
ス
運
営
者
に
は
あ
る
の

で
あ
り
、「
子
供
に
と
っ
て
ボ
ッ
ク
ス
は
、
い
わ
ば
『
拡
大
家
族
』
へ
の
窓
口
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
３４
）

嫡
出
で
な
い
子
（
成
年
）
が
母
に
対
し
て
、
父
に
つ
い
て
の
情
報
（
氏
名
・
住
所
）
提
供
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
子
の
父
を
知

る
権
利
を
母
の
自
己
決
定
権
に
優
先
さ
せ
た
（N

JW
1988,3010

）。

（
３５
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
月
三
一
日
判
決
は
、
子
の
嫡
出
否
認
権
を
制
限
し
て
い
た
民
法
旧
一
五
九
六
条
一
項
を
違
憲
と
し

（B
V

erfG
E

79,256

�N
JW

1989,881

�F
am

R
Z

1989,255

）、
同
裁
判
所
一
九
九
四
年
四
月
二
六
日
決
定
は
、
子
か
ら
の
嫡
出
否
認

権
行
使
を
成
年
到
達
後
二
年
に
制
限
す
る
規
定
（
民
法
旧
一
五
九
八
条
）
を
違
憲
と
し
（N

JW
1994,

2475

）、
一
九
九
七
年
五
月
六
日
決

定
は
、
婚
外
子
が
母
に
対
し
て
父
に
つ
い
て
の
情
報
を
要
求
す
る
権
利
を
母
の
利
益
と
の
考
量
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
認
め
て
い
る

（B
V

erfG
E

96,
56

�N
JW

1997,
1769

=
F

am
R

Z
1997,

869

）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ト
ビ
ア
ス
・
ヘ
ル
ム
ス
（
前
注
４
）
三
六

頁
以
下
、
一
五
六
頁
以
下
、
海
老
原
明
夫
「
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
と
嫡
出
否
認
」
法
協
一
一
五
巻
三
号
三
四
九
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）、

富
田
哲
「
出
自
を
知
る
権
利
―
家
族
法
か
ら
生
殖
補
助
法
制
へ
の
架
橋
」
法
の
科
学
三
三
号
一
三
六
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
概
観
と
し
て
、Rain

er
F

ran
k,D

as
R

ech
t

au
fK

en
n

tn
is

der
A

bstam
m

u
n

g
in

D
eu

tsch
lan

d

u
n

d
F

ran
kreich

,in
:

F
S

fü
r

P
eter

S
ch

lech
triem

zu
m

70.
G

ebu
rtstag,

2003,
S

.37

が
あ
る
。
な
お
、
自
然
血
縁
上
の
父
の
子

に
対
す
る
権
利
に
つ
き
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
四
月
九
日
決
定
は
、
子
と
の
間
に
社
会
的
な
親
子
関
係
が
あ
る
と
き
で
も
血
縁
上
の

父
に
父
子
関
係
否
認
の
訴
え
を
認
め
な
い
ド
イ
ツ
民
法
一
六
〇
〇
条
お
よ
び
子
と
の
面
会
権
を
（
そ
れ
が
子
の
利
益
に
資
す
る
と
き
で
も
）

認
め
な
い
一
六
八
五
条
を
基
本
法
六
条
に
違
反
す
る
と
し
、二
〇
〇
四
年
四
月
三
〇
日
ま
で
に
法
改
正
を
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る（F

am
R

Z

2003,816
=

N
JW

2003,2151

）。

（
３６
）

子
ど
も
の
生
命
へ
の
権
利
と
出
自
を
知
る
権
利
と
の
関
係
に
つ
い
て
、H

eptin
g

(F
n

.25),
S

.1576

参
照
。
中
絶
す
る
か
手
放
す
か
と
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い
う
議
論
は
、
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
養
子
法
改
正
の
際
に
も
見
ら
れ
た
。
人
工
妊
娠
中
絶
の
許
容
性
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
三
年

五
月
二
八
日
判
決
（B

V
erfG

E
88,203

�N
JW

1993,1751

�F
am

R
Z

1993,899

）
も
参
照
。
日
本
で
も
、
三
〇
年
前
の
い
わ
ゆ
る
赤

ち
ゃ
ん
あ
っ
せ
ん
事
件
（
一
九
七
三
年
）
と
そ
の
実
質
的
な
合
法
化
を
追
求
す
る
実
子
特
例
法
制
定
を
め
ぐ
る
議
論
を
想
起
さ
せ
る
。

（
３７
）

O
dièvre

判
決
の
中
で
は
、
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
の
法
規
制
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
計
画
や
避
妊
方
法
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
（“m

orn
in

g-after
pill”

の
使
用
な
ど
の
事
後
避
妊
―
―
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
梅
澤
彩
「
緊
急
避
妊
薬
の
承
認
と
そ
の
一
般
用

医
薬
品
化
に
関
す
る
議
論
（
１
）」
国
際
公
共
政
策
研
究
八
巻
一
号
一
九
一
頁
〔
二
〇
〇
三
年
〕
以
下
参
照
）。

（
３８
）

筆
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
教
授
（
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
）
の
回
答
に
よ
る
。
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ

て
は
、
フ
ラ
ン
ク
教
授
な
ら
び
に
マ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ク
外
国
私
法
・
国
際
私
法
研
究
所
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
）
の
シ
ェ
ル
ペ
研
究
員
か
ら
資
料
の

提
供
を
受
け
、
ま
た
直
接
に
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。H

errn
P

rof.D
r.R

ain
er

F
ran

k
(F

reibu
rg

i.B
r.)

u
n

d
H

errn
D

r.
Jen

s
M

.
S

ch
erpe

(M
ax-P

lan
ck-In

stitu
t

fü
r

au
slän

disch
es

u
n

d
in

tern
ation

ales
P

rivatrech
t

in

H
am

bu
rg)dan

ke
ich

h
erzlich

fü
r

ih
re

große
H

ilfe.

（
二
〇
〇
三
年
九
月
一
五
日
脱
稿
）

（
付
記
）

中
山
勲
先
生
に
は
、
大
阪
大
学
法
学
部
で
の
演
習
（
ゼ
ミ
）
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
の
講
義
（
人
間
の
尊
厳D

ie
W

ü
rde

des
M

en
sch

en

）

で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
先
生
の
ご
退
官
記
念
号
に
ド
イ
ツ
基
本
法
と
民
法
（
家
族
法
）
に
か
か
わ
る
小
論
執
筆
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と

を
感
謝
し
た
い
。
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